
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 複数の 投光素子からの光を、互いに異なる位
置の複数の目標領域に対して投射するための投光光学素子と、
　前記目標領域からの反射光を集光するための複数の受光光学素子と、
　前記複数の受光光学素子により集光された前記目標領域からの反射光をそれぞれ受光し
て光電変換する複数のセンサアレイと、
　前記複数のセンサアレイの受光像の相関により距離に関連した信号を出力する演算手段
とを有し、
　

　
こ

とを特徴とする信号生成装置。
【請求項２】
　 広視野内に位置する前記目標領域に対して光を投射する

ことを特徴とする請求項 に記載の信号生成装置。
【請求項３】
　請求項１ に記載の信号生成装置を備え、
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一方向に並んで配置された 発光部を有する

前記複数の発光部は、互いに異なる投光パターンを有する光を投射し、中央に位置する
第１の発光部と、端に位置する第２の発光部と、前記第１および第２の発光部の間に配置
された第３の発光部とを含み、

前記各発光部から投射される投光パターンにおける前記センサアレイの画素列方向と直
交するエッジの数は、前記第１の発光部から前記第２の発光部に向かって減少している

前記第２の発光部は、最も 発光
部である １

または２



　前記演算手段の出力信号を用いた三角測距方式に基づいて、測定対象までの距離を測定
することを特徴とする測距装置。
【請求項４】
　請求項 に記載の測距装置を有し、前記測距装置の測距結果に基づいてフォーカスレン
ズを駆動することを特徴とする光学機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、信号生成装置、測距装置および光学機器に係り、例えば測距対象との距離を測
定する測距装置、あるいは被写体から反射した補助光のデフォーカス量により合焦状態の
検出を行う合焦装置等に適用できる信号生成装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、距離を測定したい測定対象にスポット投光し、その反射光を受光して三角測距を行
う測距装置として、図４に示すものがよく知られている。即ち、発光ダイオード（ＩＲＥ
Ｄ）４１から投光レンズ４２を介して測距対象４３にスポット投光し、その反射光を受光
レンズ４４を介して位置検出素子（ＰＳＤ）４５により受光する。ＰＳＤ４５は、その受
光位置に応じた信号Ａ、Ｂを両端子から出力するので、その信号Ａ、Ｂを夫々測定するこ
とによって、ＰＳＤ４５の受光位置を検出することができ、測距対象４３までの距離をそ
の受光位置から知ることができる。なお、ＩＲＥＤ４１はドーム状に形成されたカバー部
材としてのドーム内に格納されている。
【０００３】
しかし、この図４に示した従来の測距装置には、次のような問題点があった。即ち、Ｓ／
Ｎ比を考えると、微弱な信号に対して不図示の信号処理回路のアンプ及びＰＳＤ４５の抵
抗から発生するノイズが毎回の同期積分にのるため、信号成分を大きくするには、投光レ
ンズ４２、受光レンズ４４等からなる測距ブロックを大きくしたり、ＩＲＥＤ４１のパワ
ーを大きくする必要があり、測距装置の小型化が困難であった。
【０００４】
また、測距距離範囲を広くするためにはＰＳＤ４５を長くする必要があるが、ＰＳＤ４５
が長くなると、得られるＡ、Ｂ信号の距離に対する変化率が小さくなり、位置を検出する
精度が低下するという問題もあった。
【０００５】
また、測定したい測定対象にスポットパルス光を投光し、その反射光を受光して三角測距
する測距装置に、受光素子として一対のセンサアレイを用い、投光したＩＲＥＤ光の測距
対象による反射光の像を受光レンズによって各センサアレイ上にそれぞれ形成し、それら
一対の受光像の位相差を相関演算により求めることで、測距対象までの距離を算出する測
距装置があり、例えば、本出願人により提案されている特公平５－２２８４３号公報、特
開平９－４２９５５号公報等の測距装置などがこれに該当する。このような位相差検知型
のアクティブＡＦでは、多分割センサを用いることでＰＳＤを用いたアクティブＡＦより
も受光位置を検出する分解能が向上し、またＰＳＤを用いたアクティブＡＦの場合に支配
的な雑音源となる出力部の抵抗による熱雑音についても、ＣＣＤ等を用いる位相差検知型
アクティブＡＦではほとんど影響を受けないため、Ｓ／Ｎも向上する。
【０００６】
ところで、前記ＰＳＤを用いたアクティブＡＦは受光像の重心を検知して距離を算出する
タイプのＡＦであるため、用いるＩＲＥＤの発光部は 1 つの測距点に対し１つの発光部が
あればよく、発光部がパターンを持つ必要は無かった。図５にＰＳＤを用いたアクティブ
ＡＦで用いる、多点測距対応のＩＲＥＤの発光パターンの例を示す。
【０００７】
図５のＩＲＥＤは、３つの発光部を有し、３方向の測距点に対応するものである。
【０００８】
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一方、前記位相差検知型アクティブＡＦにおいては、ＩＲＥＤの発光部を複数に分割し、
センサアレイの出力信号に、センサアレイの画素列の方向に対して垂直方向のエッジが多
いほど測距精度が増すことが知られている。これを図６及び図７を用いて説明する。図６
（ａ）及び図７（ａ）は、５方向の測距点に対応するＩＲＥＤの発光パターンの例である
。図６（ａ）は１つの測距点に対し、１つの縦長バー形状の発光部（図中黒く塗りつぶし
ている）を有し、図７（ａ）は１つの測距点に対し、２つの縦長バー形状の発光部（図中
黒く塗りつぶしている）を有するものである。
【０００９】
それぞれのＩＲＥＤにおいて、１測距点のセンサ上のＩＲＥＤ像を図６（ｂ）及び図７（
ｂ）に示す。また、図６（ｃ）、図７（ｃ）はセンサアレイの出力値を並べた相関演算に
用いられる像で、隣の画素（センサアレイにおける画素）との差が大きくなる部分が、図
６（ｃ）の像では２ヶ所であるのに対して、図７（ｃ）の像では４ヶ所ある。位相差を検
知するための相関演算を行う際、隣の画素との差が大きくなる部分が多いほど、反射光の
状態や外来ノイズ等の影響を受け難くなり、測距精度がよくなる。よって、発光面積やＩ
ＲＥＤの駆動電流など、他の条件が同じであれば、図７（ａ）の発光パターンを持つＩＲ
ＥＤを用いた測距装置の方が、図６（ａ）の発光パターンを持つＩＲＥＤを用いた測距装
置よりも、よりよい測距精度を得ることができる。ゆえに、上記位相差検知型のアクティ
ブＡＦにおいては、１つの測距点に対し複数の発光部をもつ投光素子か、もしくは画素列
方向と垂直な方向に多くのエッジを有する発光パターンをもつ投光素子が用いられること
が多い。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の位相差検知型アクティブＡＦの測距装置には、以下のような問
題点がある。
【００１１】
先に説明したとおり、ＩＲＥＤの発光部のバーの本数は多ければ多いほど良いのだが、実
際にはさまざまな制約により、バーの本数は決定される。
【００１２】
例えば、１つの測距点に対する発光部毎にパッケージ（発光素子をドーム内に格納したも
の）を用意するのは、測距装置自体の大きさが大きくなること等から適当ではなく、測距
装置の小型化を考えても、すべての測距点に対応する発光部を１つのパッケージの中に収
めるのが普通である。その際、ＩＲＥＤのパッケージのサイズ（ドームのサイズ）により
、チップ（ＩＲＥＤが形成されているチップ）の全体幅の制約を受けてしまう。
【００１３】
　また、ＩＲＥＤ発光部を形成する際のパターン精度により、１本のバーの幅を狭くする
のにも限界があり、これと、上述したチップ全体幅 制約より、バーの総本数は限られて
しまう。
【００１４】
ところで、広視野を測距するＡＦにおいては、より測距対象が存在する頻度の高いセンタ
ー（中央）の測距能力を、他の測距点よりも高くすべきであるという考え方がある。この
ような中央の測距能力を周辺に比べて高くするという考え方は、特許第２５７４１８９号
公報、特開昭６２－２８０７２６号公報等で提案されている。
【００１５】
特許第２５７４１８９号公報は、中央の投光手段の最大発光回数を、他の測距点よりも大
きくするというものである。特開昭６２－２８０７２６号公報は、基線長と垂直となるス
リット光を測距対象に向け照射する測距装置において、スリット光束の中央部分の光量を
両端の光量よりも高くするというものである。
【００１６】
また、ズーム機能付きカメラのＡＦにおいては、視野中心から離れた測距点ほど、撮影レ
ンズの焦点距離が短いところで使われるようになっているが、この場合は被写界深度も深
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く、過焦点距離も短いため、中央の測距点や、撮影レンズの焦点距離が長いところで用い
られる測距点と比べて、要求測距精度が甘くてよいという考え方もある。
【００１７】
しかしながら、従来のＩＲＥＤ発光部の形状は、図７（ａ）で示したような、各測距点で
一律に同じ本数の発光部を持つようになっており、パッケージのドームによる投光像の歪
みなどの影響を除けば、中央部も最広視野部も同じ測距能力を与えていることになる。
【００１８】
この場合、最広視野の測距点の測距能力が適当となるように発光部の本数を決めてしまう
と、その他の測距点は、中央に近い測距点ほど測距能力が足りなくなってしまう。
【００１９】
よって、中央の測距点の測距能力を満たすように発光部の本数を決定しなければならない
が、この場合、中央以外の測距点は広視野の測距点ほど、必要以上の測距能力を有してい
ることになり、無駄にチップサイズを大きくしているといえる。
【００２０】
更に、前記のようにチップ全体幅が決まっている場合には、発光部の本数を各測距点で一
律に同じ数にしてしまうと、中央の測距点は測距能力が足らず、広視野角の測距点は必要
以上の測距能力を有するような、バランスの悪い測距システムになってしまう虞がある。
【００２１】
　本出願に係る第１の発明の目的は、このような事情に鑑みてなされたもので、距離に関
連した信号をバランス良く することができる信号生成装置を提供しようとするもので
ある。
【００２２】
本出願に係る第２の発明の目的は、このような事情に鑑みてなされたもので、距離の遠近
に応じてバランス良く測距を行える測距装置を提供しようとするものである。
【００２３】
本出願に係る第３の発明の目的は、このような事情に鑑みてなされたもので、測距あるい
は合焦のための小型化した装置を有するカメラ等の光学機器を提供しようとするものであ
る。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
　本出願に係 明の目的を実現す 成は、 複数の

投光素子からの光を、互いに異なる位置の複数の目標領域に対して投射するための
投光光学素子と、前記目標領域からの反射光を集光するための複数の受光光学素子と、前
記複数の受光光学素子により集光された前記目標領域からの反射光をそれぞれ受光して光
電変換する複数のセンサアレイと、前記複数のセンサアレイの受光像の相関により距離に
関連した信号を出力する演算手段とを有し、

。
【００２６】
　 本出願に係 明の目的を実現す 成は、 広視野
内に位置する前記目標領域に対して光を投射する ようにしたものである。
【００３２】
　 本出願に係 明の目的を実現する測距装置の構成は、 信号生成装置を

、 演算手段の出力信号を用いた三角測距方式に基づいて、測定対象までの距離を
測定するようにしたものである。
【００３３】
　 本出願に係 明の目的を実現する光学機器の構成は、上記した測距装置を有
し、 測距装置の測距結果に基づいてフォーカスレンズを駆動するようにしたものであ
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る。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図示の実施の形態に基づき説明する。
【００３５】
図１～図３は本発明の実施の形態を示す。
【００３６】
本実施の形態による測距装置の基本構成を図２を参照して説明する。
【００３７】
図２において、コントロール回路２９は、転送クロック信号ＩＲＣＬＫを出力し、ドーム
内に５つの発光部を有する投光素子（ＩＲＥＤ）２１を格納した投光パッケージの該ＩＲ
ＥＤ２１を点灯させる。このとき前記ＩＲＥＤ２１からの投射光は、投光レンズ２２を通
して測距対象２３に当たって反射され、受光レンズ２４Ｒ及び２４Ｌを通って受光部２５
Ｒ、２５Ｌ上に受光像が形成される。
【００３８】
即ちＩＲＥＤの点灯時には、受光部２５Ｒ、２５Ｌ上に受光像が現れ、この信号と外光が
光電変換素子によって電荷に変換される。またＩＲＥＤ２１の消灯時には受光部２５Ｒ及
び２５Ｌには外光のみ当たり、光電変換素子によって外光が電荷に変換される。
【００３９】
電荷は受光部２５Ｒ及び２５ＬのＣＣＤがリング状に繋げられている部分を廻り蓄積され
る。不図示のコンパレータによってリングＣＣＤ部に溜まった電荷量が測距演算を行うの
に十分な所定レベルに達したと判断されると、蓄積された電荷は、出力アンプ部フローテ
ィングゲート２６Ｒ及び２６Ｌより出力アンプ２７Ｒ、２７Ｌを介してＣＰＵ２８に伝え
られる。
【００４０】
ＣＰＵ２８は、転送されてきた信号電荷のＩＲＥＤ２１点灯時と消灯時の電荷量の差分を
演算することで、受光部２５Ｒ、２５Ｌの各センサに当たったＩＲＥＤ２１による投光の
反射光による電荷量を得る。この得られた像データから相関演算を実施し（ＩＲＥＤの反
射光と外光との光量と、外光のみとの差をとる）、２つの受光像の相対的な位置関係（一
方の受光像に対して他方の受光像を画素数としてどれだけ移動させると像が一致するかの
関係）を得、その結果より三角測量の原理を利用して、測距対象２３までの距離を算出す
ることができる。そして、この演算結果に基づいてフォーカスレンズを駆動する。
【００４１】
次に本実施の形態による測距装置の投光素子の発光部形状、センサ上に形成されるＩＲＥ
Ｄ像及びセンサの出力をならべた像を、図１を参照して説明する。
【００４２】
図１（ａ）は、本実施の形態による測距装置に用いる投光素子の発光部を表す図で、図１
の（ｄ）はその断面図である。ＩＲＥＤ（ＬＥＤ）は、ＰＮ接合を持つ結晶体で、（ｄ）
に示すように電圧を印加すると、Ｐ領域から正孔がＰＮ接合に移動して、電子と正孔が再
結合し、その際自由になったエネルギーが光となり、電極部の隙間を通って放射され、該
電極部の隙間の部分が発光しているように見える。本実施の形態では、この電極部の隙間
を図１の（ａ）で黒く塗りつぶして示すように縦長のバー形状としたもので、チップサイ
ズは図７（ａ）で示した従来のもの（測距点５点とも２本バー）とほぼ同じで、中央測距
点Ｃを３本バー、撮影レンズの焦点距離が長いときに用いる中央の隣の測距点（Ｒ１，Ｌ
１）を２本バー、撮影レンズの焦点距離が短いときに用いる最も端の測距点（Ｒ２，Ｌ２
）を１本バーとしている。
【００４３】
ＩＲＥＤの駆動電流は、発光輝度を各測距点でほぼ同じになるように、中央が大きく、脇
が小さくなるように設定されている。図１（ｂ）は、図１（ａ）の発光部形状の投光素子
を持つ本実施の形態の測距装置の中央測距点Ｃのセンサ面上での受光像である。これがセ

10

20

30

40

50

(5) JP 4026911 B2 2007.12.26



ンサアレイで光電変換され、図１の（ｃ）に示す出力像を形成する。
【００４４】
測距点（Ｃ）の出力像は、隣の画素の出力値との差が大きくなる箇所が６ヶ所あり、４ヶ
所の測距点（Ｒ１，Ｌ１）より測距能力が高くなる。
【００４５】
　一方、測距点（Ｒ ，Ｌ ）の出力像は隣の画素の出力値との差が大きくなる箇所

が２ヶ所しかなく、測距点（Ｒ ，Ｌ ）に比べて測距能力が低くなる
が、測距点（Ｒ２，Ｌ２）は、撮影レンズの焦点距離が短い時に用いられる測距点なので
、過焦点距離が近いことなどを考慮すると、他の測距点ほどの測距能力を必要とせず、ま
た、バーを１本とすることで、測距点（Ｃ）を３本としたことによるチップサイズの拡大
を相殺している。
【００４６】
次に、本実施の形態によるズーム付きカメラの測距装置のおおまかな動作を図３のフロー
チャートに基づいて説明する。
【００４７】
まず始めに、中央の測距点（Ｃ）の測距を行う（ステップＳ１）。次に本実施の形態の測
距装置が搭載されているズームカメラのズームポジションを調べ（ステップＳ２）、テレ
側であったら続けて測距点（Ｒ１）、測距点（Ｌ１）の順に測距を行う（ステップＳ３及
びＳ４）。ワイド側であったら続けて測距点（Ｒ２）、測距点（Ｌ２）の順に測距を行う
（ステップＳ５及びＳ６）。
【００４８】
最後に測距した３点のうちどの測距点の測距結果が信頼のおけるものかを所定の処理に従
って判断し（なおこの判断処理については本発明と直接の関係がないのでその説明は省略
する）、採用された測距点の測距結果をもって本実施の形態の測距装置の測距結果とする
（ステップＳ７）。
【００４９】
本実施の形態を説明する図３のフローチャートでは、必ず３点の測距点について測距を行
っているが、始めに行う中央の測距結果が信頼のおける結果であると判断した場合には、
他の測距点は測距を行わず、中央の測距点の結果を測距結果とするような測距装置も可能
である。また測距を行う順番も中央を先に行う順番には限定されない。
【００５０】
以上説明したように、本実施の形態では、中央の測距点の測距能力を高めるためにセンタ
ーの投光発光部を３本バーにし、その分大きくなるチップサイズを元のサイズに抑えるた
めに、比較的小さな測距能力を要求される最広視野の測距点の投光発光部を１本バーにす
ることで、投光素子の全体のチップサイズを大きくすることなく、総合的な測距能力を向
上させている。
【００５１】
本発明は以上説明した実施の形態に限定されるものではなく、以下のようなものであって
も良い。
【００５２】
▲１▼：中央の投光発光部を２本バー、その両隣の投光発光部を２本バー、外側の投光発
光部を１本バーとしたり、投光部を３か所とし、中央の投光発光部を２本バー、その両隣
の発光部を１本バーとするようにしても良い。
【００５３】
▲２▼：上記した実施の形態では、中央部を重視していることから、測距点の中央におけ
る測距精度を高めるために、発光部を３本バーとしているが、重視する点は中央に限らず
、他のポイントであっても良い。
【００５４】
▲３▼：発光部の形状はバー形状に限らず他の形状であっても良い。その際、受光素子を
上記の実施の形態のように、基線長方向に複数の画素を並列に配置した１次元ラインセン
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サでなく、２次元ラインセンサを使用すれば発光部の形状の自由度が増す。
【００５５】
▲４▼：本発明はカメラのみでなく、双眼鏡等の他の光学機器に適用することも可能であ
る。
【００５６】
▲５▼：本発明は、パッシブＡＦの補助光に適用することも可能である。
【００５７】
▲５▼：本発明の投光手段として、ＩＲＥＤの電極部の隙間を投光部としているが、これ
に限定されることはなく、投光素子の上面に投光部としてのスリット等を形成したマスク
を配置するようにしても良い。
【００５８】
　（発明と実施の形態との対応）
　上記した実施の形態において、ＩＲＥＤ２１が本発明の投光素子に、ＡＦ投光レンズ２
２が本発明の投光光学素子に、ＡＦ受光レンズ２４ ，受光部２５Ｒ，Ｌ
が本発明のセンサアレイに、ＣＰＵ２８が本発明の演算手段にそれぞれ相当する。
【００５９】
【発明の効果】
　 発明によれば、複数の 投光素子の投光パターンの形状を一律にせずに
異ならせたので、全体の複数の を組み込んだ チップサイズ を大きくす
ることなく、総合的な能力バランスの向上を図ることができるようになった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態を示し、（ａ）は測距装置の投光素子の発光部の形状、（ｂ
）はセンサ面上に結像される受光像、（ｃ）はセンサの出力像、（ｄ）は発光部の断面図
。
【図２】本発明の実施の形態による測距装置の概略図。
【図３】本発明の実施の形態の動作を説明するフローチャート。
【図４】ＰＳＤを用いた従来の測距装置の測定の原理を示す概略図。
【図５】図４の投光素子の発光部の形状を示す図。
【図６】従来例を示し、（ａ）は投光素子の発光部の形状、（ｂ）はセンサ面上に結像さ
れる受光像、（ｃ）はセンサの出力像を示す。
【図７】従来の他の例を示し（ａ）は投光素子の発光部の形状、（ｂ）はセンサ面上に結
像される受光像、（ｃ）はセンサの出力像を示す。
【符号の説明】
２１…ＩＲＥＤ（投光素子）
２２…ＡＦ投光レンズ
２３…測距対象物
２４…ＡＦ受光レンズ
２５…受光部
２６…出力アンプ部フローティングゲート
２７…出力アンプ
２８…ＣＰＵ
２９…コントロール回路
４１…ＩＲＥＤ
４２…投光レンズ
４３…測距対象物
４４…受光レンズ
４５…ＰＳＤ
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【 図 ２ 】 【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

(9) JP 4026911 B2 2007.12.26



【 図 １ 】
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